
令
和
五
年
八
月
十
日

一

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

令

和

五

年

号

外

　

　

八

月

十

日

（　木 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
条
　
　
　
　
　
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
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等
の
一
部
改
正  

一

大
分
県
使
用
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及
び
手
数
料
条
例
等
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一
部
改
正  

一

大
分
県
税
条
例
の
一
部
改
正  

二

大
分
県
税
特
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措
置
条
例
の
一
部
改
正  

六

大
分
県
立
別
府
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正  

六

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正  

七

○
条
　
　
　
　
　
例

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
八
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
十
五
号

　
　
　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
伝
染
病
防
疫
作
業
」
を
「
防
疫
等
作
業
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
伝
染
病
（
」
を
「
感
染
症
（
」
に
、
「
伝
染
病
患
者
」
を
「
感
染
症
の
患

者
」
に
、
「
伝
染
病
の
」
を
「
感
染
症
の
」
に
、
「
伝
染
病
菌
」
を
「
感
染
症
の
病
原
体
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
九
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
十
一
項
ま
で
を
削
る
。

　

（
災
害
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

災
害
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
平
成
八
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」
に
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派

遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支

給
条
例
第
二
条
、
第
四
条
及
び
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
規
定
す
る
作
業
に
従
事
し
た
職
員
に

係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
八
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
十
六
号

　
　
　
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
運
転
免
許
関
係
事
務
の
部
の
講
習
手
数
料
の
項
中
「
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
」

の
下
に
「
又
は
第
十
六
号
」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
七
年
大
分
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
十
三
条
の
四
第
二
号
中
「
自
転
車
」
を
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
同
法
第
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
）
及
び
自
転
車
」
に
、「
左
折
」
を
「
左
折
し
、
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

八
四
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大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
八
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
十
七
号

　
　
　
大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
八
条
の
三
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
の
二
十
九
中
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
六
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
七

項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中

「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
・
五
ト
ン
」
を
「
三
・
五
ト
ン
」
に

改
め
、
同
号
ニ
中
「
二
・
五
ト
ン
」
を
「
三
・
五
ト
ン
」
に
、「
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
バ
ス
」
に
改
め
、
同

号
ニ
⑴
ⅰ
中
「
二
分
の
一
」
を
「
四
分
の
三
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑴
ⅱ
中
「
四
分
の
一
」
を
「
二
分
の

一
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二
十
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
・
五
ト
ン
を
超
え
」
及
び
「
バ
ス
又
は
」
を
削

り
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数

値
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
四
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ

ク
に
あ
つ
て
は
、
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
バ
ス
又
は
」
を

削
り
、
同
号
ヘ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た

数
値
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
ⅰ
中
「
第
九
条
の

二
第
十
八
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
ⅱ
中
「
第
九
条
の
二
第
十
九
項
」
を

「
第
九
条
の
二
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、

同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑴
中
「
第
九
条
の
二
第

二
十
二
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
二
十
一
項
」
に
、「
第
九
条
の
二
第
二
十
三
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第

二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中

「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
九
条
の
四
第
十
三
項
」
を
「
第
九
条

の
四
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ニ
中
「
バ
ス
又

は
」
を
削
り
、「
第
九
条
の
四
第
十
二
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
平

成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
四
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、

「
第
九
条
の
四
第
十
一
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ　

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
第
九
条
の
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

　
　
　
　

⑴　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

　
　

ⅰ　

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　

ⅱ　

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質

の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質

の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　

ニ　

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
第
九
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴　

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ

て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
十
四

項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又

は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
自
家
用
の
乗
用
車
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
七

項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
」
を

「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　
　
　

⑶　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
二
・
五
ト
ン
を
超
え
」
及
び
「
又
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、「
第

九
条
の
四
第
十
六
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
ⅰ
中
「
二
分
の
一
」
を
「
四

分
の
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
ⅱ
中
「
四
分
の
一
」
を
「
二
分
の
一
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二



令
和
五
年
八
月
十
日

三

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
「
第
九
条
の
四
第
十
七
項
」
を

「
第
九
条
の
四
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を

同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で

施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
九
項
に
規
定
す
る
も
の

　
　
　
　

⑴　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

　
　

ⅰ　

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

こ
と
。

　
　

ⅱ　

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

こ
と
。

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

二　

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車

イ　

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二

十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

ⅰ　

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

こ
と
。

ⅱ　

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

こ
と
。

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
六
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑶　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二

十
二
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

ⅰ　

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

こ
と
。

ⅱ　

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

こ
と
。

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑶　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
、「
第
九
条
の
四
第
十
九

項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ　

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二

十
四
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴　

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
。

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑶　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ニ
中
「
第
九
条
の
四
第
二
十
二
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二
十
七
項
」
に

改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
以
上
」
を
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同

号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
「
第
九
条
の
四
第
二
十
一
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二

十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を

「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同

号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
第
九
条
の
四
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の

　
　
　
　

⑴　

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
四
項
中
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
、
ロ
及
び
ホ
」
に
、「
及
び
ロ
」
を
「
、
ロ
及
び
ニ
」

に
、「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を

算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
方
法
」
を
「
令
和
十
二
年
度
基



令
和
五
年
八
月
十
日

四

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
方

法
並
び
に
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算

定
す
る
方
法
と
し
て
同
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
方
法
」
に
改
め
、「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵

の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
」
を
削
り
、
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
第
四

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ

つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
」

に
、「
百
分
の
百
四
十
一
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
の
項
中
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
」
を
削
り
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の

八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
六
十
二
」
を
「
百
分
の
百
七
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑶
及
び

ハ
⑵
の
項
中
「
及
び
ハ
⑵
」
を
削
り
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
の
項
中
「
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
」
を

「
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
」
に
、「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二
十
」
を

「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
」
に
、「
百
分
の
百
五
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
五
を
乗

じ
て
得
た
数
値
）
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
」
を
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
、

「
百
分
の
百
四
十
四
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
項
第
一
号
ロ
⑶

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
十
を

乗
じ
て
得
た
数
値

第
二
項
第
一
号
ニ
⑵

令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
九
十
五

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
四
十
七

　

第
五
十
七
条
第
五
項
中
「
、
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
」
を
「
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び

ロ
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
三
十
一
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
三
十
五
項
」
に
、
「
同
条
第
三
十
二
項
」

を
「
同
条
第
三
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
」
を
削
り
、
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」

に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百

九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分

の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中

「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表

第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百

分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、

「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号

イ
⑵
の
項
中
「
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
イ
⑵
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
項
第
一
号
ロ
⑵

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
七
十

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
二

第
二
項
第
二
号
イ
⑵

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
六
十

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
八
十
七

第
二
項
第
二
号
ロ
⑵

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
七
十

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
二

第
二
項
第
三
号
イ
⑵

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
六
十

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
八
十
七

第
二
項
第
三
号
ロ
⑵

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
七
十

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
二

　
　

附
則
第
二
十
二
条
の
六
の
五
中
「
第
二
項
第
三
号
イ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
ロ
」
を
加
え
る
。

第
二
条　

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
中
「
公
示
送
達
は
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
」
を
加
え
、
「
）
又

は
」
を
「
）
若
し
く
は
」
に
、
「
掲
示
し
て
行
う
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
県
税
事
務
所

に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
と
き
又

は
」
を
「
と
き
、
又
は
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中

「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の

八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
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改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ト
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年

度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」

を
「
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
第

三
号
ホ
⑵
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を

「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の

七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中

「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
を
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
第
一
項
第

一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、「
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の
百
七

十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百

分
の
百
七
十
三
」
を
「
百
分
の
百
八
十
四
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六

十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第

一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の
百

六
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」

に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の

百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分

の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の

項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同

表
第
一
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、「
百
分
の
百
十
六
」
を

「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八

十
」
に
、「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分

の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第

二
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の

百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百

分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百

分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中

「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
表
第

二
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の

百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百

分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

第
一
項
（
第
三
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
第
九
条
の

二
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ

て
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
同
条
第
三
十
九
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
三
号
ト
⑵
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
七
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
第
三
号
ホ
⑵
に
お
い
て

「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
（
次
項
第
三
号
ホ
⑵
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い

う
。
）
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
、
第
二
項
第
三
号
ホ
⑵
中
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

に
百
分
の
百
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

附
則
第
二
十
二
条
の
六
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
六
の
五　

削
除

　

附
則
第
二
十
二
条
の
六
の
六
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「
軽
油
自
動
車
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
軽
油
自
動
車
（
次
項
第
六
号
及
び
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
軽
油
自
動
車
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一　

第
一
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定　

令
和
六
年
一
月
一
日

二　

第
一
条
中
大
分
県
税
条
例
第
二
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定　

令
和
七
年
一
月
一
日

三　

第
二
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

第
二
条
中
大
分
県
税
条
例
第
十
条
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
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（
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
第
十
条
の
規
定
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
以
後
に
す
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

附
則
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
の
環
境
性

能
割
に
関
す
る
部
分
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す

べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
の
環
境
性

能
割
に
関
す
る
部
分
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す

べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
八
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
十
八
号

　
　
　
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
の
三
第
一
項
中
「
以
下
「
」
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
四
第
一
項
中
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
内
」
を
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
う
ち
離
島
振

興
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
産
業
の
振

興
を
促
進
す
る
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
産
業
振
興
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）
内
」
に
、
「
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
が
」
を
「
産
業
振
興
促
進
区

域
が
」
に
、
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
」
を
「
産
業
振
興
促
進
区
域
に
」
に
改
め
、
「
に
、
」
の
下
に
「
当

該
離
島
振
興
計
画
に
お
い
て
振
興
す
べ
き
業
種
の
用
に
供
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
供
す
る
設
備
（
」

を
「
供
す
る
」
に
改
め
、
「
受
け
る
」
の
下
に
「
設
備
（
同
法
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
又
は
第

四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
の
二
に
お
い
て
「
過
疎
地

区
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
営
む
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
を
除
く
。
）
（
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項

中
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
内
」
を
「
産
業
振
興
促
進
区
域
内
」
に
改
め
、
「
薪
炭
製
造
業
」
の
下
に

「
（
過
疎
地
区
内
に
お
い
て
営
む
畜
産
業
又
は
水
産
業
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
又
は
設
備
」
の
下
に
「
（
過
疎
地
区
内
に
お
い
て
営
む
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
振

興
促
進
区
域
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
産
業
振
興
促
進
区
域
」
を
「
第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

産
業
振
興
促
進
区
域
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と

い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
に
新

設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ

た
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

新
条
例
第
二
条
の
四
か
ら
第
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者

が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
又
は
施
行
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
に
提
出
す
べ
き
新
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
新
条
例
第
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
徴
収
猶
予
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
新
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

　

大
分
県
立
別
府
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
八
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
十
九
号

　
　
　
大
分
県
立
別
府
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　
　
　
正
す
る
条
例

　

大
分
県
立
別
府
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
大
分
県
条
例

第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
十
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
の
会
議
場
棟
の
項
中



令
和
五
年
八
月
十
日

七

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

「

全　

日

五
四
、
四
〇
〇
円
以
上

八
一
、
六
〇
〇
円
以
下

」
を

「

全　

日

五
四
、
四
〇
〇
円
以
上

八
一
、
六
〇
〇
円
以
下

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

午　

前

七
、
二
〇
〇
円
以
上

一
〇
、
八
〇
〇
円
以
下

午　

後

一
〇
、
六
〇
〇
円
以
上

一
五
、
八
〇
〇
円
以
下

に
改

夜　

間

一
一
、
六
〇
〇
円
以
上

一
七
、
二
〇
〇
円
以
下

全　

日

二
七
、
二
〇
〇
円
以
上

四
〇
、
八
〇
〇
円
以
下

」

め
、
同
表
の
備
考
の
欄
の
４
中
「
、
シ
ャ
ワ
ー
室
」
を
「
及
び
シ
ャ
ワ
ー
室
」
に
改
め
、
同
欄
の
６
中
「
又

は
会
議
室
」
を
「
、
中
会
議
室
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
、
小
会
議
室
又
は
特
別
控
室
（
特
別
控
室
二
か
ら

四
ま
で
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
欄
の
７
中
「
又
は
中
会
議
室
」
を
「
、
中
会
議
室
又
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス

ペ
ー
ス
」
に
改
め
、
同
欄
の
12
中
「
消
費
税
」
の
下
に
「
（
地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
の
許
可
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て

も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
八
月
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　
大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

　
　
　
正
す
る
条
例

　

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県

条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
、
四
二
〇
人
」
を
「
三
、
四
三
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
、

一
二
三
人
」
を
「
七
、
〇
八
六
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則　

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県

費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


